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年収に関する５つの壁 

今回は年収に関する５つの壁について解説してい

きます。 

 税金が３つ、社会保険が２つです。 

 

１）税金の支払いに関係する３つの壁 

➀100万円の壁：住民税 

住民税の課税基準が年収93〜100万円であるため、

まとめて「100万円の壁」と呼ばれることが多いよう

です。この壁を越えなければ住民税は非課税です。 

➁103万円の壁：所得税 

所得税は年収額に応じて課税される税金ですが、

年収が103万円以下である場合には課税されません。 

➂150万円の壁：所得税の控除 

年収が150万円を超えると、収入が増えるにつれて

配偶者特別控除の額が徐々に減っていきます。これ

がいわゆる「150万円の壁」と呼ばれるものです。 

年収150万円までは配偶者特別控除を満額（38万

円）受けられます。 

年収150万円を超えると配偶者特別控除は段階的に

減額されていきます。 

年収201万円を超えると配偶者特別控除額はゼロに

なります。 

また、配偶者特別控除額は、納税者本人の年収に

よっても金額が変動します。納税者の年収が1,000万

円を超える場合には配偶者控除・配偶者特別控除は

受けられません。 

 

 

 
↑ミャンマーの水かけ祭り 

 

２）社会保険にかかわる２つの壁 

➃106万円の壁 

【すべて満たしていれば社会保険加入義務】 

１．勤務先企業の従業員数が101人以上（2024年10月

からは51名以上） 

２．週に20時間以上働いている 

３．月額8.8万円（年収106万円）以上の賃金をもら

っている 

４．雇用期間が2ヶ月以上見込まれる 

５．学生でないこと 

➄130万円の壁 

上記5つの条件を満たしていなくても、年収が130

万円を超えると、扶養から外れなくてはならなくな

ります。 

つまり、130万円の壁を超えた場合には、無条件で

健康保険料と厚生年金保険料を支払う義務が生じま

す。 
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【編集後記】  

 

ミャンマーの中心の山へ行ってきました。 

 

標高は約１キロなので、大阪の金剛山くら

いです。 

往復８時間、休憩１時間でそこそこハード

でしたが、とても楽しかったです。 

なんとこの山の登山には、道案内で１匹の

犬が同行してくれます。 

 

 

↑同行してくれた犬 

 

 ミャンマー人の友達は「年配の女性の犬」

と言っていましたが、往復約９時間私たちに

着きっきりで、特に私たちが手配したわけで

もなく、ボランティア活動らしいです。 

 さすが世界一の寄付王国ミャンマーですね 
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